
様式はこちらから
ダウンロード
できます
（厚生労働省ＨＰ）

厚生労働省・静岡労働局・浜松労働基準監督署 （R５)

建設の事業においても、令和６年４月１日以降、時間外労働の上限規制の適用を受けることとなります。

建設業についても、
時間外労働の上限規制が適用されます

３６協定の様式が変わります！
建設の事業について、令和６年４月１日から時間外労働の上限規制が適用されることに伴い、
時間外労働・休日労働に関する協定届（36協定届）の様式が改正されました。

～ 令和６年４月１日以降、新たな様式での届出が必要となります ～
※ 令和６年４月１日をまたぐ労使協定を締結している場合は、その次の
期間の労使協定から、新様式での届出が必要となります。

手続フローチャート

※１ 対象期間が３か月を超える１年単位の変形労働時間制により労働させる労働者の限度時間については１か月42時間、１年320時間です。

建設事業者の方へ

※災害の復旧・
復興の事業は、
単月100時間未満、
複数月平均80時間
の規制は適用され
ません。



時間外労働の上限規制のイメージ

労働基準法の「労働時間」の考え方について

● 「１月の時間外労働・休日労働が100時間未満であること」
● 「２～６月平均の時間外労働・休日労働の合計が80時間を超えないこと」

→ 当月からさかのぼり、２か月、３か月、４か月、５か月、６か月のいずれの平均も80時間
以下でなければなりません。
※ 災害の復旧・復興の事業はこれらの規制は適用されません。

● 労働基準法における労働時間とは、使用者の指揮命令下にある時間のことをいいます。
使用者の明示又は黙示の指示により労働者が業務に従事する時間は労働時間に当たります。

● 労働者が必ずしも現実に活動していなくても、使用者の指揮命令下にある時間であれば労働時間に
当たります。

● 労働時間か否かは個別判断になりますが、労働時間の考え方そのものは業種によって異なるもの
ではありません。

「労働時間になるか」が問題になりやすいケース

適用猶予業種の時間外労働
の上限規制 特設サイト
「はたらきかたススメ」
右の資料を掲載しています

建設業 時間外労働の上限規制
わかりやすい解説

建設業 時間外労働の上限規制
に関するＱ＆Ａ



●限度時間を超えず、災害時の復旧・復興の対応が見込まれない場合【様式第９号】

３６協定（新様式）記載例

●限度時間を超える場合（特別条項）で、災害時の復旧・復興の対応が見込まれない場合

【様式第９号の２】

※ 様式第９号の２は、２枚セットの様式です。
１枚目の記載内容は、上に記載の様式第９号と同じです。



３６協定（新様式）記載例

●限度時間を超える場合（特別条項）で、かつ、災害時の復旧・復興の対応が見込まれる場合

【様式第９号の３の３】

●限度時間を超えないが、災害時の復旧・復興の対応が

見込まれる場合【様式第９号の３の２】

※ 様式第９号の３の３は、２枚セットの様式です。
１枚目の記載内容は、上に記載の様式第９号の３の２と同じです。


